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第１４７号

平成１９年１月臨時会は、１月３０日に開かれました。

審議した議案などの内容は次のとおりです。

議 会 だ よ り は こ ね

箱根町議会議員の品位に関する決議
箱根町議会は、議会の品位を重んじ、議会議員としての資質の向上を図り、規範に従っ
て議員活動を行うことを決議する。

平成１８年１２月８日
箱 根 町 議 会

仙石有二議員に対する議員辞職勧告決議
町議会議員は、町民からの負託を受け、議会の場において政策形成過程と実施過程に多
面的に参画し、定められた重要な事項の意思決定を行うとともに、質問、質疑を通して、
執行機関の行政活動を監視するなどの重要な役割を担っており、町民の代表として議会の
内外での言動には、特に規範を示すべき立場にあります。
このような中で、仙石有二議員の職員に対する威圧的な言動、品格を欠くような態度な
どの一連の行為は、町民全体の代表者である議員としてあってはならない行為であり、さ
らには、再三にわたる正副議長からの指導、助言も無視し、議会の秩序を乱す一方、箱根
町議会の品位と権威を著しく損なうものであり、極めて遺憾である。
議員としての適格性にも欠け、今後も「良識ある行動」が期待できないと判断せざるを
得ない。
よって、仙石有二議員は、議員としての職責の重大性に鑑み、議員の職を辞されること
が適当であると判断し、ここに議員辞職を強く求めるものであります。

平成１８年１２月１５日
箱 根 町 議 会
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議会は、公開を原則にしていますので、どなたでも本会議
の傍聴をすることができます。
町政を身近に知るためにも、議会の傍聴をおすすめします。
傍聴を希望される方は、本会議の当日、議会事務局で受付
簿に住所、氏名などを記入していただくだけで、結構です。
詳しいことは、議会事務局までお尋ねください。

（３） 平成１９年３月


